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事業所排水の水質基準一覧表 
 

（令和４年７月１日現在） 

 

 

 

 

 

 

【留意事項】 

１ この一覧表は、神奈川県内（横浜市及び川崎市域を除く。）において適用される、水質汚

濁防止法（同法第３条第３項の規定に基づく上乗せ条例を含む。）及び神奈川県生活環境の

保全等に関する条例に基づく排水基準（事業所から公共用水域に排出される水に関する基準）

の概要をまとめたものです。 

２ 水質汚濁防止法の排水基準は、同法に定める特定施設を設置する事業所に適用され、神奈

川県生活環境の保全等に関する条例の排水基準は畜舎を除く全ての事業所に適用されます。 

 

３ 生活環境項目に関する基準のうち、窒素含有量及び燐含有量に関する基準は、東京湾、相

模湖、津久井湖、丹沢湖、宮ヶ瀬湖及び芦ノ湖並びにこれに接続し、流入する河川及び水路

に排水を排出する事業所にのみ適用されます。 

 

【基準一覧表で使用する公共用水域の水域区分の説明】 
 

甲水域 

(p32 の図を参照) 

次に掲げる河川（その支派川を含む。）及びこれに接続し、流入する水路の水域

をいう。 

(1) 千歳川（アゲジ沢との合流点から上流の区域） 

(2) 新崎川（東海道新幹線新崎川鉄橋の上流端から上流の区域） 

(3) 早川 

(4) 酒匂川（飯泉取水堰から上流の区域） 

(5) 金目川（土屋橋上流端から上流の区域） 

(6) 相模川（寒川取水堰から上流の区域） 

 

水質保全湖沼 

次に掲げる湖沼及びこれに接続し、流入する河川及び水路の水域をいう。 

(1) 芦ノ湖 

(2) 丹沢湖 

(3) 津久井湖 

(4) 相模湖 

(5) 奥相模湖 

(6) 宮ケ瀬湖 

乙水域 甲水域及び海域を除く水域をいう。 

海域  



2 

Ⅰ 一日あたりの排水量が 50㎥以上の一般事業所(旅館、畜舎以外の事業所)に係る基準 

事業所の区分 
有害物質
に関する
基準 

生活環境項目に関する基準 

ＢＯＤ 
ＣＯＤ 
ＳＳ 

ｐＨ等 
金属類 
等 

窒素・燐 

東京湾
流域 

湖沼 
流域 

１ 下記２～４のいずれにも該当しない事業所 
表Ⅰ-1 
(p4) 

表Ⅰ-2-1 
(p8) 

表Ⅰ-3 
(p11) 

表Ⅰ-4 
(p12) 

表Ⅰ-5-1 
(p13) 

表Ⅰ-5-2 
(p14) 

２ 
下水道終末処理場 
（下水道法第２条第６号に規定する終末処理場） 

表Ⅰ-1 
(p4) 

表Ⅰ-2-2 
(p8) 

表Ⅰ-3 
(p11) 

表Ⅰ-4 
(p12) 

表Ⅰ-5-1 
(p13) 

表Ⅰ-5-2 
(p14) 

３ 
し尿処理場（廃棄物処理法第８条に基づく一般廃棄
物処理施設であるし尿処理施設を設置する事業所） 

表Ⅰ-1 
(p4) 

表Ⅰ-2-2 
(p8) 

表Ⅰ-3 
(p11) 

表Ⅰ-4 
(p12) 

表Ⅰ-5-1 
(p13) 

表Ⅰ-5-2 
(p14) 

４ 

し尿その他生
活に起因する
下水のみを排
出する事業所
（上記２又は３
に該当するも
のを除く。） 

(1) 501 人槽以上の浄化槽を設置
する事業所 

表Ⅰ-1 
(p4) 

表Ⅰ-2-3 
(p9) 

表Ⅰ-3 
(p11) 

表Ⅰ-4 
(p12) 

表Ⅰ-5-1 
(p13) 

表Ⅰ-5-2 
(p14) 

(2) 東京湾流域に 201 人槽以上 500
人槽以下の浄化槽を設置する事業所 

表Ⅰ-1 
(p4) 

表Ⅰ-2-4 
(p9) 

表Ⅰ-3 
(p11) 

表Ⅰ-4 
(p12) 

表Ⅰ-5-1 
(p13) 

 

(3) 500 人槽以下の浄化槽を設置
する事業所 (上記(2)に該当する
ものを除く。) 

表Ⅰ-1 
(p4) 

表Ⅰ-2-5 
(p10) 

表Ⅰ-3 
(p11) 

表Ⅰ-4 
(p12) 

表Ⅰ-5-1 
(p13) 

表Ⅰ-5-2 
(p14) 

 

Ⅱ 一日あたりの排水量が 50㎥未満の一般事業所(旅館、畜舎以外の事業所)に係る基準 

事業所の区分 
有害物質
に関する 
基準 

生活環境項目に関する基準 

ＢＯＤ 
ＣＯＤ 
ＳＳ 

ｐＨ等 
金属類 
等 

１ 下記２～４のいずれにも該当しない事業所 
表Ⅱ-1 
(p15) 

表Ⅱ-2-1 
(p15) 

表Ⅱ-3 
(p17) 

表Ⅱ-4 
(p18) 

２ 染色整理業に属する事業所 
表Ⅱ-1 
(p15) 

表Ⅱ-2-2 
(p15) 

表Ⅱ-3 
(p17) 

表Ⅱ-4 
(p18) 

３ 

［付表］に掲げる
業種に属する事
業所（４に該当す
るものを除く。） 

(1) 平成10年４月1日前までに設置された事
業所 表Ⅱ-1 

(p15) 
表Ⅱ-2-3 

(p16) 
表Ⅱ-3 
(p17) 

表Ⅱ-4 
(p18) (2) 平成 10 年４月１日以降に設置され、一日

あたりの排水量が 20 ㎥ 未満である事業所 

４ 

し尿その他生活
に起因する下水
のみを排出する
事業所 

(1) 50 人槽以下の浄化槽のみを設置する事業
所 

表Ⅱ-1 
(p15) 

表Ⅱ-2-3 
(p16) 

表Ⅱ-3 
(p17) 

表Ⅱ-4 
(p18) 

(2) 51 人槽以上 500 人槽以下の浄化槽を設
置する事業所 

表Ⅱ-1 
(p15) 

表Ⅱ-2-4 
(p16) 

表Ⅱ-3 
(p17) 

表Ⅱ-4 
(p18) 

［付表］（日本標準産業分類に定める分類のうち、次に掲げる分類に係る業種） 
１ 製造業のうち、次に掲げる分類 

(1) 食料品製造業 

(2) 飲料・たばこ・飼料製造業のうち、次に掲げる分類を除いた

もの 

ア 管理、補助的経済活動を行う事業所（10 飲料・たば

こ・飼料製造業）（イに係るものに限る。） 

イ たばこ製造業 

２ 情報通信業のうち、次に掲げる分類を除いたもの 

(1) 通信業 

(2) 映像・音声・文字情報制作業のうち、次に掲げる分類 

ア 管理、補助的経済活動を行う事業所（41 映像・音声・

文字情報制作業）（イ及びウに係るものに限る。） 

イ 新聞業 

ウ 出版業 

３ 卸売業、小売業 

４ 不動産業、物品賃貸業のうち、次に掲げる分類 

(1) 不動産賃貸業・管理業のうち、次に掲げる分類 

ア 管理、補助的経済活動を行う事業所（69 不動産賃貸

業・管理業）（イに係るものに限る。） 

イ 駐車場業 

(2) 物品賃貸業 

５ 学術研究、専門・技術サービス業 

６ 宿泊業、飲食サービス業 

７ 生活関連サービス業、娯楽業のうち、次に掲げる分類を除いた

もの 

(1) 管理、補助的経済活動を行う事業所（79 その他の生活

関連サービス業）（(2)に係るものに限る。） 

(2) 旅行業 

８ 教育、学習支援業 

９ 医療、福祉 

10 複合サービス事業（協同組合（他に分類されないもの）に限

る。） 

11 サービス業（他に分類されないもの）のうち、次に掲げる分類

を除いたもの 

(1) 管理、補助的経済活動を行う事業所（88 廃棄物処理業）

（(2)に係るものに限る。） 

(2) 廃棄物処理業（廃棄物の最終処分場に係るものに限る。） 
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Ⅲ 旅館業に属する事業所に係る基準 

事業所の区分 
有害物質
に関する 
基準 

生活環境項目に関する基準 

ＢＯＤ 
ＣＯＤ 
ＳＳ 

ｐＨ等 
金属類 
等 

窒素・燐 

東京湾
流域 

湖沼 
流域 

１ 
設置時期が昭和49年12月１日前であって、501
人槽以上の浄化槽を設置する事業所 

表Ⅲ-1 
(p19) 

表Ⅲ-2-1 
(p21) 

表Ⅲ-3-1 
(p23) 

表Ⅲ-4-1 
(p25) 

表Ⅲ-5-1 
(p27) 

表Ⅲ-5-2 
(p27) 

２ 
一日あたりの排水量が 100 ㎥ 以上の事業所 
(上記１に該当するものを除く。) 

表Ⅲ-1 
(p19) 

表Ⅲ-2-2 
(p21) 

表Ⅲ-3-1 
(p23) 

表Ⅲ-4-1 
(p25) 

表Ⅲ-5-1 
(p27) 

表Ⅲ-5-2 
(p27) 

３ 
一日あたりの排水量が 50 ㎥ 以上の事業所 
(上記１～２のいずれかに該当するものを除く。) 

表Ⅲ-1 
(p19) 

表Ⅲ-2-3 
(p22) 

表Ⅲ-3-1 
(p23) 

表Ⅲ-4-1 
(p25) 

表Ⅲ-5-1 
(p27) 

表Ⅲ-5-2 
(p27) 

４ 
設置時期が平成 10 年４月１日以後であって、一
日あたりの排水量が 20 ㎥ 以上 50 ㎥ 未満の事
業所 

表Ⅲ-1 
(p19) 

表Ⅲ-2-4 
(p22) 

表Ⅲ-3-2 
(p24) 

表Ⅲ-4-2 
(p26) 

  

５ 上記１～４のいずれにも該当しない事業所 
表Ⅲ-1 
(p19) 

表Ⅲ-2-5 
(p23) 

表Ⅲ-3-2 
(p24) 

表Ⅲ-4-2 
(p26) 

  

 

 

 

Ⅳ 畜舎(注)に係る基準 

事業所の区分 
有害物質
に関する 
基準 

生活環境項目に関する基準 

ＢＯＤ 
ＣＯＤ 
ＳＳ 

ｐＨ等 
金属類 
等 

窒素・燐 

東京湾
流域 

湖沼 
流域 

１ 一日あたりの排水量が 50 ㎥ 以上の畜舎
(注)

 
表Ⅳ-1 
(p28) 

表Ⅳ-2 
(p29) 

表Ⅳ-3-1 
(p30) 

表Ⅳ-4 
(p31) 

表Ⅳ-5-1 
(p31) 

表Ⅳ-5-2 
(p31) 

２ 

排水量 50 ㎥/日未満の畜舎
(注)
であって、総面積

が、300㎡以上の豚房施設又は200㎡以上の牛

房施設のみを設置するもの 

表Ⅳ-1 
(p28) 

表Ⅳ-2 
(p29) 

表Ⅳ-3-2 
(p30) 

   

３ 上記１又は２のいずれにも該当しない畜舎
(注)

 
表Ⅳ-1 
(p28) 

     

 

注 ここでいう畜舎は、次のいずれかの施設を設置するものに限ります。 

  ・豚房施設（総面積が 50 ㎡以上のもの） 

  ・牛房施設（総面積が 200㎡以上のもの） 

  ・馬房施設（総面積が 500㎡以上のもの） 
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Ⅰ 一日あたりの排水量が 50㎥以上の一般事業所 
表Ⅰ－１ 有害物質に関する基準 (一般事業所) 

単位（mg/L） 

項目 

水質汚濁防止法 県生活環境の保全等に関する条例 

甲水域(p1 参照) 

乙水域 
(p1参照) 

海域 

甲水域(p1 参照) 

乙水域 
(p1参照) 

海域 
水質保全湖沼 

水質保全湖沼 
以外の水域 

水質保全湖沼 
水質保全湖沼 
以外の水域 

新設 
(注１) 

新設 
以外 

新設 
(注１) 

新設 
以外 

新設(注２) 
新設 
以外 

新設(注２) 
新設 
以外 特定業種 

(p6,7) 
特定業種 
以外 

特定業種 
(p6,7) 

特定業種 
以外 

カドミウム及びその化
合物 

0.03 
検出され
ないこと 

検出され
ないこと 

0.03 0.03 0.03 排出禁止 
検出され
ないこと 

検出され
ないこと 

検出され 
ないこと 

0.03 0.03 0.03 

シアン化合物 1 0.5 1 0.5 1 1 排出禁止 0.5 0.5 排出禁止 0.5 0.5 1 1 

有機燐化合物（パラチ
オン、メチルパラチオン、
メチルジメトン及びＥＰＮ） 

1 
検出され
ないこと 

検出され
ないこと 

0.2 0.2 0.2 排出禁止 
検出され 
ないこと 

検出され 
ないこと 

検出され 
ないこと 

0.2 0.2 0.2 

鉛及びその化合物 0.1 0.05 
0.05 

<0.1> 
(注３) 

0.1 0.1 0.1 排出禁止 0.05 0.05 
0.05 

<0.1> 
(注３) 

0.1 0.1 0.1 

六価クロム化合物 0.5 0.05 0.05 0.5 0.5 0.5 排出禁止 0.05 0.05 0.05 0.5 0.5 0.5 

砒素及びその化合物 0.1 0.01 
0.01 

<0.05> 
(注３) 

0.1 0.1 0.1 排出禁止 
0.01 
(注４) 

0.01 
(注４) 

0.01 
<0.05> 
(注３,４) 

0.1 
(注４) 

0.1 
(注４) 

0.1 
(注４) 

水銀及びアルキル水銀
その他の水銀化合物 

0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 排出禁止 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 

アルキル水銀化合物 
検出され 
ないこと 

検出され 
ないこと 

検出され 
ないこと 

検出され 
ないこと 

検出され 
ないこと 

検出され 
ないこと 

排出禁止 
検出され 
ないこと 

検出され 
ないこと 

検出され 
ないこと 

検出され 
ないこと 

検出され 
ないこと 

検出され 
ないこと 

ポリ塩化ビフェニル 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 排出禁止 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 

トリクロロエチレン 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 排出禁止 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

テトラクロロエチレン 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 排出禁止 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

ジクロロメタン 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 排出禁止 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 

四塩化炭素 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 排出禁止 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 

1,2-ジクロロエタン 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 排出禁止 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 

1,1-ジクロロエチレン 1 1 1 1 1 1 排出禁止 1 1 1 1 1 1 

シス-1,2-ジクロロエチレン 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 排出禁止 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 

1,1,1-トリクロロエタン 3 3 3 3 3 3 排出禁止 3 3 3 3 3 3 

1,1,2-トリクロロエタン 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 排出禁止 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 

1,3-ジクロロプロペン 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 排出禁止 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 

チウラム 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 排出禁止 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 

シマジン 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 排出禁止 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 

チオベンカルブ 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 排出禁止 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 

ベンゼン 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 排出禁止 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

セレン及びその化合物 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 排出禁止 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

ほう素及びその化合物 
10 

(注６) 
10 

(注６) 
10 

(注６) 
10 

(注６) 
10 

(注６) 
230 
(注６) 

排出禁止 
<10> 
(注５) 

10 
(注６) 

10 
(注６) 

10 
(注６) 

10 
(注６) 

10 
(注６) 

230 
(注６) 

ふっ素及びその化合
物 

8 
(注６) 

0.8 
(注６) 

0.8 
<8> 

(注６,７) 

8 
(注６) 

8 
(注６) 

15 
(注６) 

排出禁止 
0.8 

(注６) 
0.8 

(注６) 
0.8 

(注６) 
8 

(注６) 
8 

(注６) 
15 

(注６) 

ｱﾝﾓﾆｱ、ｱﾝﾓﾆｳﾑ化合物、
亜硝酸化合物及び硝
酸化合物(注８) 

100 100 100 100 100 100 
排出禁止 
<100> 
(注９) 

100 100 100 100 100 100 

1,4－ジオキサン 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
0.5 

<10> 
(注 10) 

0.5 
<10> 

(注 10) 

0.5 
<10> 

(注 10) 

0.5 
<10> 

(注 10) 

0.5 
<10> 

(注 10) 

0.5 
<10> 

(注 10) 

0.5 
<10> 

(注 10) 

目次へ 
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備考１ 「排出禁止」と記載されているものは、県生活環境の保全等に関する条例により、p6～7に記載する「特

定業種」に該当する事業所において有害物質を製造し、使用し、処理し、又は保管する作業に係る排水の

排出が禁止されていることを示します。 
  ※条例の施行の際現に有害物質の製造、使用等を行なっている場合には、当該規定が適用されない場合があります。 

備考２ 廃棄物の最終処分場のうち、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく廃棄物処理施設の設置許可又

は設置届出（平成４年７月の許可制度導入前に行われたもの）の対象でないもの（いわゆる旧処分場）に

ついては、「排出禁止」と記載されている欄に係るものを除き、県生活環境の保全等に関する条例の基準

は適用されません。 

注１ 水質汚濁防止法における「新設」とは、昭和 46年 11 月１日（水質汚濁防止法施行令(昭和 46年政令第 188

号)第 1条の改正により定められた特定施設に係る場合にあっては、当該特定施設が定められた日をいう。）

以後に設置する特定事業場(同日前から建設工事中のものを除く。)を示します。 

注２ 県生活環境の保全等に関する条例における「新設」とは、昭和 46 年９月 11 日以後に設置した事業所（同

日前から建設工事中のものを除く。）を示します。ただし、廃棄物の最終処分場にあっては昭和 62 年９月 10

日以後に設置したもの（同日前から建設工事中のものを除く。）を示します。 

注３ 平成７年２月１日前に設置されている事業所及び同日前から建設工事中の事業所については、鉛及びその

化合物並びに砒素及びその化合物について< >内の基準が適用されます。 

注４ 昭和 49年 12月１日において現にゆう出している温泉（温泉法第２条第１項に規定するものをいう。）を利

用する事業所に係る排水については、砒素及びその化合物に関する基準は適用されません。 

注５ 公共下水道に排水を排出することができない地域において温泉（温泉法第２条第１項に規定するものをい

う。）を利用する事業者については、ほう素及びその化合物に係る排出禁止規定は適用されず、< >内の基準

が適用されます。 

なお、注６の暫定排水基準が適用される場合は、上記に関わらず暫定排水基準が基準として適用されます。 

注６ 物質の種類毎に次の表の業種その他の区分に属する事業所については、排水基準として「暫定排水基準」

欄の数値が当分の間適用されます。 

単位（mg/L） 

物質の種類 業種又はその他の区分 暫定排水基準 

ほう素及びその化合物 温泉を利用する事業所 300 

ふっ素及びその化合物 

昭和 49 年 12 月１日において現に湧出している温泉（自然に湧出しているもの
（掘削により湧出させたものを除く。以下同じ。）を除く。）を利用する事業所 

30 

昭和 49 年 12 月１日において現に湧出している温泉（自然に湧出しているものに
限る。）を利用する事業所 

50 

※この表は、県生活環境の保全等に関する条例で規定する暫定排水基準を記載したものであり、水質汚濁防止法では上

記以外の物質の種類又は業種等についても暫定排水基準が定められているものがあります。また表中の温泉を利用す

る事業所に係る暫定排水基準の適用は、水質汚濁防止法においては、旅館業に属する事業所のみを対象としています。 

注７ 平成 14年７月１日前に設置されている事業所又は同日前から建設工事中の事業所であって、１日あたりの

平均的な排水の量が 50㎥未満である特定事業場については、ふっ素及びその化合物について<  >内の基準が

適用されます。 

なお、注６の暫定排水基準が適用される場合は、上記に関わらず暫定排水基準が基準として適用されます。 

注８ アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物については、アンモニア性窒素に 0.4 を

乗じたものと亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量で規制されます。 

注９ し尿その他生活に起因する下水、家畜排せつ物又は肥料の施用に係る排水については、アンモニア、アン

モニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物について、排出禁止規定は適用されず、100mg/Lの排水基準が

適用されます。 

注 10 平成 25年７月 31日において現に設置されている廃棄物の最終処分場については、当分の間、1,4-ジオキ

サンについて〈  〉内の基準が適用されます。 
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※「特定業種」について (表Ⅰ－１、表Ⅰ－４、表Ⅱ－４関係) 

 

１ 「アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物」以外の物質に係る特定業種 

 

 日本標準産業分類に定める分類のうち、次に掲げる分類に係る業を営む者 

１ 製造業 

２ 電気・ガス・熱供給・水道業 

３ 

情報通信業のうち、次に掲げる分類 

(1) 通信業 

(2) 映像・音声・文字情報制作業のうち、次に掲げる分類 

ａ 管理、補助的経済活動を行う事業所（41 映像・音声・文字情報制作業）（ｂ、ｃ及びｄに係るものに

限る。） 

ｂ 音声情報制作業 

ｃ 新聞業 

ｄ 出版業 

４ 運輸業、郵便業 

５ 

卸売業、小売業のうち、次に掲げる分類 

(1) 各種商品卸売業 

(2) 建築材料、鉱物・金属材料等卸売業 

(3) 機械器具卸売業 

(4) 機械器具小売業のうち、次に掲げる分類を除いたもの 

ａ 管理、補助的経済活動を行う事業所（59 機械器具小売業）（ｂ、ｃ及びｄに係るものに限る。） 

ｂ 電気機械器具小売業（中古品を除く） 

ｃ 電気事務機械器具小売業（中古品を除く） 

ｄ その他の機械器具小売業 

(5) その他の小売業のうち、次に掲げる分類を除いたもの 

ａ 管理、補助的経済活動を行う事業所（60 その他の小売業）（ｂ、ｃ及びｄに係るものに限る。） 

ｂ 家具・建具・畳小売業 

ｃ じゅう器小売業 

ｄ ホームセンター（日本標準産業分類による廃止前の統計法第 28 条及び附則第３条の規定に基づき、産

業に関する分類の名称及び分類表を定める件（平成 21年総務省告示第 175号）による廃止前の統計調査に

用いる産業分類並びに疾病、傷害及び死因分類を定める政令の規定に基づき、産業に関する分類の名称及

び分類表を定める等の件（平成 19年総務省告示第 618号）による廃止前の統計調査に用いる産業分類並び

に疾病、傷害及び死因分類を定める政令の規定に基づき、産業に関する分類の名称及び分類表を定める等

の件（平成 14年総務省告示第 139号）に定める家具・じゅう器・機械器具小売業に係るものに限る。） 

６ 不動産業、物品賃貸業（物品賃貸業に限る。） 

７ 

学術研究、専門・技術サービス業のうち、次に掲げる分類 

(1) 学術・開発研究機関 

(2) 技術サービス業（他に分類されないもの）のうち、次に掲げる分類 

ａ 管理、補助的経済活動を行う事業所（74 技術サービス業）（ｂ、ｃ、ｄ及びｅに係るものに限る。） 

ｂ 商品・非破壊検査業 

ｃ 計量証明業 

ｄ 写真業 

ｅ その他の技術サービス業 

８ 

生活関連サービス業、娯楽業のうち、次に掲げる分類 

(1) 洗濯・理容・美容・浴場業 

(2) その他の生活関連サービス業 

９ 

教育、学習支援業のうち、次に掲げる分類 

(1) 管理、補助的経済活動を行う事業所（81 学校教育）（(イ)及び(ウ)に係るものに限る。） 

(2) 高等教育機関 

(3) 専修学校、各種学校 

(4) 管理、補助的経済活動を行う事業所（82 その他の教育、学習支援業）（(オ)及び(カ)に係るものに限る。） 

(5) 職業・教育支援施設 

(6) 他に分類されない教育、学習支援業 

目次へ 
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10 

医療、福祉のうち、次に掲げる分類 

(1) 医療業 

(2) 保健衛生 

(3) 社会保険・社会福祉・介護事業のうち、次に掲げる分類 

ａ 管理、補助的経済活動を行う事業所（85 社会保険・社会福祉・介護事業）（ｂに係るものに限る。） 

ｂ 介護老人保健施設 

11 複合サービス事業 

12 

サービス業（他に分類されないもの）のうち、次に掲げる分類 

(1) 自動車整備業 

(2) 機械等修理業（別掲を除く） 

(3) 職業紹介・労働者派遣業 

(4) その他の事業サービス業 

 

 

 

２ 「アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物」に係る特定業種 

 

 日本標準産業分類に定める分類のうち、次に掲げる分類に係る業を営む者 

１ 

製造業のうち、次に掲げる分類 

(1) 繊維工業のうち、次に掲げる分類 

ａ 管理、補助的経済活動を行う事業所（11 繊維工業）（ｂに係るものに限る。） 

ｂ 化学繊維製造業 

(2) 化学工業 

(3) 石油製品・石炭製品製造業 

(4) 鉄鋼業 

(5) 非鉄金属製造業 

(6) 金属製品製造業 

(7) はん用機械器具製造業 

(8) 生産用機械器具製造業 

(9) 業務用機械器具製造業 

(10)電子部品・デバイス・電子回路製造業 

(11)電気機械器具製造業 

(12)情報通信機械器具製造業 

(13)輸送用機械器具製造業 

(14)その他の製造業のうち、次に掲げる分類 

ａ 管理、補助的経済活動を行う事業所（32 その他の製造業）（ｂ及びｃに係るものに限る。） 

ｂ 時計・同部分品製造業 

ｃ 眼鏡製造業（枠を含む） 

２ 電気・ガス・熱供給・水道業 
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表Ⅰ－２－１ ＢＯＤ、ＣＯＤ、ＳＳに関する基準 (その１：一般事業所) 

単位（mg/L） 

項目 

水質汚濁防止法 県生活環境の保全等に関する条例 

甲水域(p1 参照) 
乙水域 

(p1 参照) 
海域 

甲水域(p1 参照) 
乙水域 

(p1 参照) 
海域 

水質保全湖沼 
水質保全湖沼
以外の水域 

水質保全湖沼 
水質保全湖沼
以外の水域 

新設 
(注１) 

新設 
以外 

新設 
(注１) 

新設 
以外 

新設 
(注１) 

新設 
以外 

新設 
(注１) 

新設 
以外 

新設 
(注２) 

新設 
以外 

新設 
(注２) 

新設 
以外 

新設 
(注２) 

新設 
以外 

新設 
(注２) 

新設 
以外 

生物化学的酸素

要求量(ＢＯＤ) 

5 

[3] 

20 

[15] 

15 

[10] 

25 

[20] 

25 

[20] 

60 

[50] 
  5 20 15 25 25 60 25 60 

化学的酸素要求

量(ＣＯＤ) 

5 

[3] 

20 

[15] 

15 

[10] 

25 

[20] 

25 

[20] 

60 

[50] 

25 

[20] 

60 

[50] 
5 20 15 25 25 60 25 60 

浮遊物質量(ＳＳ) 
15 

[5] 

50 

[35] 

35 

[20] 

70 

[40] 

70 

[40] 

90 

[70] 

70 

[40] 

90 

[70] 
15 50 35 70 70 90 70 90 

備考１ [  ]内の値は、日間平均を示します。 

備考２ 水質汚濁防止法の生物化学的酸素要求量に係る基準は、湖沼及び海域以外の公共用水域に排出される排

水について適用され、化学的酸素要求量に係る基準は、湖沼又は海域に排出される排水について適用され

ます。 

備考３ 水質汚濁防止法について、501人槽以上の浄化槽のみが設置されていた特定事業場に、他の特定施設が追

加された場合(法改正により既存施設が特定施設に該当することとなった場合を含む。)にあっては、表Ⅰ

－２－３の基準が適用されます。 

備考４ 廃棄物の最終処分場のうち、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく廃棄物処理施設の設置許可又

は設置届出（平成４年７月の許可制度導入前に行われたもの）の対象でないもの（いわゆる旧処分場）に

ついては、県生活環境の保全等に関する条例は適用されません。 

注１ 水質汚濁防止法における「新設」とは、昭和 46 年 11月１日(水質汚濁防止法施行令第１条の改正により新

たに定められた特定施設に係る場合にあっては、当該特定施設が定められた日をいう)以後に設置する特定事

業場(同日前から建設工事中のものを除く。)を示します。 

注２ 県生活環境の保全等に関する条例における「新設」とは、昭和 46 年９月 11 日以後に設置した事業所（同

日前から建設工事中のものを除く。）をいう。ただし、廃棄物の最終処分場にあっては昭和 62年９月 10日以

後に設置したもの（同日前から建設工事中のものを除く。）を示します。 

 

表Ⅰ－２－２ ＢＯＤ、ＣＯＤ、ＳＳに関する基準 (その２：下水道終末処理場及びし尿処理場) 

単位（mg/L） 

項目 水質汚濁防止法 県生活環境の保全等に関する条例 

生物化学的酸素要求量(ＢＯＤ) 
25 

[20] 
25 

化学的酸素要求量(ＣＯＤ) 
25 

[20] 
25 

浮遊物質量(ＳＳ) 
70 

[50] 
70 

備考１ [  ]内の値は、日間平均を示します。 

備考２ 水質汚濁防止法の生物化学的酸素要求量に係る基準は、湖沼及び海域以外の公共用水域に排出される排

水について適用され、化学的酸素要求量に係る基準は、湖沼又は海域に排出される排水について適用され

ます。 

備考３ 下水道終末処理施設又はし尿処理施設以外の施設が設置される場合は、異なる基準が適用される場合が

ありますので、窓口に御相談ください。 

目次へ 
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表Ⅰ－２－３ ＢＯＤ、ＣＯＤ、ＳＳに関する基準 (その３：し尿その他生活に起因する下水のみを排出

し、501人槽以上の浄化槽を設置する事業所) 

単位（mg/L） 

項目 
水質汚濁防止法 県生活環境の保全等に関する条例 

新設(注１) 新設以外 新設(注２) 新設以外 

生物化学的酸素要求量(ＢＯＤ) 
25 

[20] 

40 

[30] 
25 40 

化学的酸素要求量(ＣＯＤ) 
25 

[20] 

40 

[30] 
25 40 

浮遊物質量(ＳＳ) 
70 

[50] 

80 

[60] 
70 80 

備考１ [  ]内の値は、日間平均を示します。 

備考２ 水質汚濁防止法の生物化学的酸素要求量に係る基準は、湖沼及び海域以外の公共用水域に排出される排

水について適用され、化学的酸素要求量に係る基準は、湖沼又は海域に排出される排水について適用され

ます。 

注１ 水質汚濁防止法における「新設」とは、平成 10 年４月１日以後に設置する特定事業場(同日前から建設工

事中のものを除く。)を示します。 

注２ 県生活環境の保全等に関する条例における「新設」とは、平成 10 年４月１日以後に設置した事業所（同日

前から建設工事中のものを除く。）を示します。 

 

 

 

表Ⅰ－２－４ ＢＯＤ、ＣＯＤ、ＳＳに関する基準 (その４：東京湾流域に位置するし尿その他生活に起

因する下水のみを排出し、201人槽以上 500人槽以下の浄化槽を設置する事業所) 

単位（mg/L） 

項目 

水質汚濁防止法 県生活環境の保全等に関する条例 

新設(注１) 
新設以外 

新設(注２) 新設以外 
合併処理(注３) 合併処理以外 

生物化学的酸素要求量 

(ＢＯＤ) 

40 

[30] 

80 

[60] 

120 

[90] 
40 130 

化学的酸素要求量 

(ＣＯＤ) 

40 

[30] 

80 

[60] 

120 

[90] 
40 130 

浮遊物質量(ＳＳ) 
80 

[60] 

160 

[120] 

180 

[140] 
80 160 

備考１ [  ]内の値は、日間平均を示します。 

備考２ 水質汚濁防止法の生物化学的酸素要求量に係る基準は、海域以外の公共用水域に排出される排水につい

て適用され、化学的酸素要求量に係る基準は海域に排出される排水について適用されます。 

注１ 水質汚濁防止法における「新設」とは、平成４年４月１日以後に設置する特定事業場(同日前から建設工事

中のものを除く。)を示します。 

注２ 県生活環境の保全等に関する条例における「新設」とは、平成 10 年４月１日以後に設置した事業所（同日

前から建設工事中のものを除く。）を示します。 

注３ 「合併処理」とは、し尿と併せて雑排水（炊事、洗濯、入浴等人の生活に伴い排出される水をいい、工場

排水その他の特殊な排水を除く。）を処理するものを示します。 

 

目次へ 
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表Ⅰ－２－５ ＢＯＤ、ＣＯＤ、ＳＳに関する基準 (その５：し尿その他生活に起因する下水のみを排出

し、500人槽以下の浄化槽を設置する事業所（表１－２－４に該当するものを除く）） 

単位（mg/L） 

項目 水質汚濁防止法 

県生活環境の保全等に関する条例 

全水域 
（51 人槽以上 
500 人槽未満） 全水域 

（50人槽以下） 
新設 
(注 2) 

新設 
以外 

生物化学的酸素要求量(ＢＯＤ)  40 130 130 

化学的酸素要求量(ＣＯＤ)  40 130 130 

浮遊物質量(ＳＳ)  80 160 160 

注 県生活環境の保全等に関する条例における「新設」とは、平成 10年４月１日以後に設置した事業所（同日前

から建設工事中のものを除く。）を示します。 

目次へ 
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表Ⅰ－３ ｐＨ等に関する基準 

項目 

水質汚濁防止法 県生活環境の保全等に関する条例 

甲水域(p1 参照) 
乙水域 

(p1 参照) 
海域 

甲水域(p1 参照) 
乙水域 

(p1 参照) 
海域 

水質保全湖沼 
水質保全湖沼
以外の水域 

水質保全湖沼 
水質保全湖沼
以外の水域 

新設 

(注１) 

新設 

以外 

新設 

(注１) 

新設 

以外 

新設 

(注１) 

新設 

以外 

新設 

(注１) 

新設 

以外 

新設 

(注2) 

新設 

以外 

新設 

(注2) 

新設 

以外 

新設 

(注2) 

新設 

以外 

新設 

(注2) 

新設 

以外 

水素イオン濃度[ｐＨ] 
5.8以上 
8.6以下 

5.8以上 
8.6以下 

5.8以上 
8.6以下 

5.8以上 
8.6以下 

5.8以上 
8.6以下 

5.8以上 
8.6以下 

5.8以上 
8.6以下 

5.8以上 
8.6以下 

5.8以上 

8.6以下

(注３) 

5.8以上 

8.6以下

(注３) 

5.8以上 

8.6以下

(注３) 

5.8以上 

8.6以下

(注３) 

5.8以上 

8.6以下

(注３) 

5.8以上 

8.6以下

(注３) 

5.8以上 

8.6以下

(注３) 

5.8以上 

8.6以下

(注３) 

大腸菌群数 

(個／cm3) 
[1000] [3000] [3000] [3000] [3000] [3000] [3000] [3000] 1000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 

ノルマルヘキサン抽出

物質(鉱油類)(mg/L) 
3 3 3 5 5 5 5 5 3 3 3 5 5 5 5 5 

ノルマルヘキサン抽出

物質(動植物油脂類) 

(mg/L) 

3 3 3 5 5 10 5 10 3 3 3 5 5 10 5 10 

外観  
受け入れる水を著しく変化させるような色又は濁度を

増加させるような色又は濁りがないこと。 

臭気  
受け入れる水に臭気を帯びさせるようなものを含んで

いないこと。 

備考１ [  ]内の値は、日間平均を示します。 

備考２ 廃棄物の最終処分場のうち、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく廃棄物処理施設の設置許可又

は設置届出（平成４年７月の許可制度導入前に行われたもの）の対象でないもの（いわゆる旧処分場）に

ついては、県生活環境の保全等に関する条例の基準は適用されません。 

注１ 水質汚濁防止法における「新設」とは、昭和 46 年 11月１日以後に設置する特定事業場(同日前から建設工

事中のものを除く。)を示します。 

注２ 県生活環境の保全等に関する条例における「新設」とは、昭和 46 年９月 11 日以後に設置した事業所（同

日前から建設工事中のものを除く。）をいう。ただし、廃棄物の最終処分場にあっては昭和 62年９月 10日以

後に設置したもの（同日前から建設工事中のものを除く。）を示します。 

注３ 昭和 49年 12月１日において現にゆう出している温泉（温泉法（昭和 23年法律第 125号）第２条第１項に

規定するものをいう。）を利用する事業場に係る排水については、水素イオン濃度に関する基準は適用されま

せん。 

目次へ 
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表Ⅰ－４ 金属類等(生活環境項目)に関する基準 

単位（mg/L） 

項目 

水質汚濁防止法 県生活環境の保全等に関する条例 

甲水域(p1 参照) 
乙水域 

(p1 参照) 
海域 

甲水域(p1 参照) 
乙水域 

(p1 参照) 
海域 

水質保全湖沼 
水質保全湖沼以

外の水域 
水質保全湖沼 

水質保全湖沼以
外の水域 

新設 

(注１) 

新設 

以外 

新設 

(注１) 

新設 

以外 

新設 

(注１) 

新設 

以外 

新設 

(注１) 

新設 

以外 

新設 

(注２) 

新設 

以外 

新設 

(注２) 

新設 

以外 

新設 

(注２) 

新設 

以外 

新設 

(注２) 

新設 

以外 

フェノール類 5 0.005 0.005 0.05 0.5 0.5 0.5 0.5 0.005 0.005 0.005 0.05 0.5 0.5 0.5 0.5 

銅及びその化
合物 

1 1 1 1 1 3 1 3 
1 

(注３) 

1 

(注３) 

1 

(注３) 

1 

(注３) 

1 

(注３) 

3 

(注３) 

1 

(注３) 

3 

(注３) 

亜鉛及びその
化合物 

1 1 1 1 1 

2 

<<3>> 

(注５) 

1 

2 

<<3>> 

(注５) 

1 

(注３) 

1 

(注３) 

1 

(注３) 

1 

(注３) 

1 

(注３) 

3 
<2> 

<<3>> 
(注３, 
４,５) 

1 

(注３) 

3 
<2> 

<<3>> 
(注３, 
４,５) 

鉄及びその化
合物 (溶解性
のものに限る) 

0.3 0.3 0.3 1 3 10 3 10 
0.3 

(注３) 

0.3 

(注３) 

0.3 

(注３) 

1 

(注３) 

3 

(注３) 

10 

(注３) 

3 

(注３) 

10 

(注３) 

マンガン及び
その化合物
(溶解性のも
のに限る) 

0.3 0.3 0.3 1 1 1 1 1 
0.3 

(注３) 

0.3 

(注３) 

0.3 

(注３) 

1 

(注３) 

1 

(注３) 

1 

(注３) 

1 

(注３) 

1 

(注３) 

クロム及びそ
の化合物 

2 0.1 0.1 1 2 2 2 2 
排出禁止 

<0.1> 
(注６) 

0.1 

(注３) 

0.1 

(注３) 

1 

(注３) 

2 

(注３) 

2 

(注３) 

2 

(注３) 

2 

(注３) 

ニッケル         0.3 0.3 0.3 1 1 1 1 1 

備考１ 「排出禁止」と記載されているものは、県生活環境の保全等に関する条例により、p6～7に記載する「特

定業種」に該当する事業所において有害物質を製造し、使用し、処理し、又は保管する作業に係る排水の

排出が禁止されていることを示します。 

  ※条例の施行の際、現に有害物質の製造、使用等を行なっている場合には、当該規定が適用されない場合があります。 

備考２ 廃棄物の最終処分場のうち、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく廃棄物処理施設の設置許可又

は設置届出（平成４年７月の許可制度導入前に行われたもの）の対象でないもの（いわゆる旧処分場）に

ついては、「排出禁止」と記載されている欄に係るものを除き、県生活環境の保全等に関する条例の基準

は適用されません。 

注１ 水質汚濁防止法における「新設」とは、昭和 46 年 11 月１日以後に設置する特定事業場（同日前から建設

工事中のものを除く。）を示します。 

注２ 県生活環境の保全等に関する条例における「新設」とは、昭和 46 年９月 11 日以後に設置した事業所（同

日前から建設工事中のものを除く。）を示します。ただし、廃棄物の最終処分場にあっては昭和 62 年９月 10

日以後に設置したもの（同日前から建設工事中のものを除く。）を示します。 

注３ 昭和 49年 12月１日において現にゆう出している温泉（温泉法（昭和 23年法律第 125号）第２条第１項に

規定するものをいう。）を利用する事業場に係る排水については、銅及びその化合物、亜鉛及びその化合物、

鉄及びその化合物、マンガン及びその化合物及びクロム及びその化合物に関する基準は適用されません。 

注４ 水質汚濁防止法に定める特定施設を設置する事業所については、亜鉛及びその化合物について< >内の基準が

適用されます。 

注５ 電気めっき業に属する事業所については、亜鉛及びその化合物について<<  >>内の基準が令和６年12月10日まで

適用されます。また、電気めっき業に属する特定事業場から排出される水(公共用水域に排出されるものを除く。)

の処理施設については、当該処理施設に水を排出する特定事業場の属する業種に属するものとみなします。 

注６ 上記備考の「特定業種」に該当しない場合は、< >内の基準が適用されます。 

 

目次へ 
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表Ⅰ－５－１ 窒素及び燐に関する基準（その１：東京湾流域の事業所） 

 単位（mg/L） 

項目 業 種 そ の 他 の 区 分 
水質汚濁防止法 県生活環境の保

全等に関する条例 新設(注１) 新設以外 

窒素 

含有量 

１  しょう油・食用アミノ酸製造業 60[30] 80[40]  

２  食料品製造業（前項に掲げるものを除く。） 20[10] 30[15] 

３  アンモニア製造業 60[30] 80[40] 

４  その他の無機化学工業製品製造業 (窒素又はその化合物を

原料又は触媒として使用するものに限る。） 
80[40] 100[50] 

５  脂肪族系中間物製造業（窒素又はその化合物を原料として

使用するものに限る。） 
80[40] 100[50] 

６ 環式中間物・合成染料・有機顔料製造業（窒素又はその化合

物を原料として使用するものに限る。） 
100[50] 120[60] 

７  合成ゴム製造業（窒素又はその化合物を原料又は乳化助剤

として使用するものに限る。） 
80[40] 100[50] 

８  その他の有機化学工業製品製造業（窒素又はその化合物を

原料として使用するものに限る。） 
30[15] 40[20] 

９  医薬品原薬製造業（窒素又はその化合物を原料として使用

するものに限る。） 
40[20] 50[40] 

10  化学工業（３の項から前項までに掲げるものを除く。） 16[8] 20[10] 

11  鉄鋼業（ステンレス硝酸酸洗工程を有するものに限る。） 80[40] 100 

12  鉄鋼業（前項に掲げるものを除く。） 16[8] 20[10] 

13  その他の非鉄金属第１次製錬・精製業 100[50] 120[60] 

14  核燃料製造業 100[50] 120[60] 

15  電気めっき業、溶融めっき業及びアルマイト加工業（窒素又

はその化合物による表面処理施設を設置するものに限る。） 
100[50] 120[60] 

16  民生用電気機械器具製造業（窒素又はその化合物による

表面処理施設を設置するものに限る。） 
40[20] 60[30] 

17  自動車・同附属品製造業（窒素又はその化合物による表面

処理施設を設置するものに限る。） 
40[20] 50[25] 

18  製造業（１の項から前項までに掲げるものを除く。） 20[10] 40[20] 

19 下水道業 20 30 

20  し尿浄化槽（建築基準法施行令第32条第1項の表に規定する算

定方法により算定した処理対象人員が201人以上のものに限る。） 
20[10] 

50[30] 

(注２) 

21  産業廃棄物処分業（窒素又はその化合物を含む廃液を処

分するものに限る。） 
40[20] 80[60] 

22  １の項から前項までに分類されないもの 30[20] 50[30] 

燐(りん) 

含有量 

１  味そ製造業 3[1.5] 16[8]  

２  しょう油・食用アミノ酸製造業 3[1.5] 6[3] 

３  植物油脂製造業（燐 又はその化合物を脱ガム剤として使用

するものに限る。） 
3[1.5] 16[8] 

４  そう（惣）菜製造業 3[1.5] 8[4] 

５  食料品製造業（１の項から前項までに掲げるものを除く。） 2[1] 6[3] 

６  脂肪族系中間物製造業（燐 又はその化合物 を原料、触媒又

は中和剤として使用するものに限る。） 
8[4] 13 

７  医薬品原薬製造業（燐 又はその化合物を原料として使用する

ものに限る。） 
2[1] 8[4] 
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８  鉄鋼業 1[0.5] 2[1] 

９  電気めっき業、溶融めっき業及びアルマイト加工業（燐 又はそ

の化合物による表面処理施設を設置するものに限る。） 
2[1] 16[8] 

10  金属製品製造業（前項に掲げるものを除く。） 1.5[1] 4[2] 

11  民生用電気機械器具製造業（燐 又はその化合物による表

面処理施設を設置するものに限る。） 
2[1] 12[6] 

12  自動車・同附属品製造業（燐 又はその化合物による表面処

理施設を設置するものに限る。） 
2[1] 16[8] 

13  製造業（１の項から前項までに掲げるものを除く。） 2[1] 4[2] 

14  下水道業 1 ４ 

15  し尿浄化槽（建築基準法施行令第32条第1項の表に規定する算

定方法により算定した処理対象人員が201人以上のものに限る。） 
2[1] 

8[4] 

(注２) 

16  産業廃棄物処分業（燐 又はその化合物を含む廃液を処分

するものに限る。） 
2[1] 8[4] 

17  １の項から前項までに分類されないもの 4[2] 8[4] 

備考１ [  ]内の数値は、日間平均を示します。 

備考２ 新設以外の特定事業場で平成11年４月１日前において２以上の業種その他の区分に属する場合は、最大の許容

限度のものを適用します。 

備考３ 新設以外の特定事業場で、平成11年４月１日以後に業種その他の区分が変更された場合は、平成11年４月１日

時点の業種その他の区分に属するものとみなして基準を適用します。 

備考４ 新設の事業場で、２以上の業種その他の区分に属する場合は、最小の許容限度のものを適用します。 

備考５ 工場又は事業場に係る汚水等を処理する特定事業場に係る排水については、処理する汚水等を発生させた工場

又は事業場の属する業種その他の区分に属するものとみなして基準を適用します。 

注１ 新設とは、平成 11 年４月１日（水質汚濁防止法施行令第１条の改正により新たに定められた特定施設に係る

場合にあっては、当該特定施設が定められた日をいう。）以後に設置する特定事業場を示します。 

注２ 平成 11年３月 31日において設置されているし尿浄化槽（し尿のみを処理するもの（単独処理浄化槽）に限る。）

のみを設置する特定事業場でし尿及び雑排水（炊事、洗濯、入浴等人の生活に伴い排出される水をいい、工場排

水その他の特殊な排水を除く。）のみを排出するものからの排水については、基準は適用されません。 

 

 

 

 

表Ⅰ－５－２ 窒素及び燐に関する基準（その２：相模湖、津久井湖、丹沢湖、宮ヶ瀬湖及び芦ノ湖

流域の事業所） 

単位（mg/L） 

項目 水質汚濁防止法 県生活環境の保全等に関する条例 

窒素含有量（注） 120[60]  

燐含有量 16[8]  

備考 [  ]内の数値は、日間平均を示します。 

注 この表に掲げる基準のうち、窒素含有量に係る基準は相模湖及び津久井湖流域の一般事業所に適用されます。 
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Ⅱ 一日あたりの排水量が 50㎥未満の一般事業所 
表Ⅱ－１ 有害物質に関する基準 (一般事業所) 

 

「表Ⅰ－１ 有害物質に関する基準 (一般事業所)」（p.4）を参照してください。 

 

表Ⅱ－２－１ ＢＯＤ、ＣＯＤ、ＳＳに関する基準 (その１：一般事業所) 

単位（mg/L） 

項目 水質汚濁防止法 

県生活環境の保全等に関する条例 

甲水域(p1 参照) 
乙水域 

(p1 参照) 
海域 

水質保全湖沼 
水質保全湖沼

以外の水域 

新設 

(注１) 

新設 

以外 

新設 

(注１) 

新設 

以外 

新設 

(注１) 

新設 

以外 

新設 

(注１) 

新設 

以外 

生物化学的酸素要求

量(ＢＯＤ) 
 5 20 15 25 25 60 25 60 

化学的酸素要求量 

(ＣＯＤ) 
 5 20 15 25 25 60 25 60 

浮遊物質量 

(ＳＳ) 
 15 50 35 70 70 90 70 90 

備考 廃棄物の最終処分場のうち、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく廃棄物処理施設の設置許可又は

設置届出（平成４年７月の許可制度導入前に行われたもの）の対象でないもの（いわゆる旧処分場）につい

ては、県生活環境の保全等に関する条例の基準は適用されません。 

注 県生活環境の保全等に関する条例における「新設」とは、昭和 46 年９月 11 日以後に設置した事業所（同日

前から建設工事中のものを除く。）をいう。ただし、廃棄物の最終処分場にあっては昭和 62 年９月 10 日以後に

設置したもの（同日前から建設工事中のものを除く。）を示します。 

 

表Ⅱ－２－２ ＢＯＤ、ＣＯＤ、ＳＳに関する基準 (その２：染色整理業に属する事業所) 

単位（mg/L） 

項目 

水質汚濁防止法の排水基準 県生活環境の保全等に関する条例の排水基準 

甲水域(p1 参照) 
乙水域 

(p1 参照) 
海域 

甲水域(p1 参照) 
乙水域 

(p1 参照) 
海域 

水質保全湖沼 
水質保全湖沼

以外の水域 
水質保全湖沼 

水質保全湖沼

以外の水域 

新設 

(注１) 

新設 

以外 

新設 

(注１) 

新設 

以外 

新設 

(注１) 

新設 

以外 

新設 

(注１) 

新設 

以外 

新設 

(注2) 

新設 

以外 

新設 

(注2) 

新設 

以外 

新設 

(注2) 

新設 

以外 

新設 

(注2) 

新設 

以外 

生物化学的酸素

要求量(ＢＯＤ) 

5 

[3] 

20 

[15] 

15 

[10] 

25 

[20] 
    5 20 15 25 25 60 25 60 

化学的酸素要求

量(ＣＯＤ) 

5 

[3] 

20 

[15] 

15 

[10] 

25 

[20] 
    5 20 15 25 25 60 25 60 

浮遊物質量(ＳＳ) 
15 

[5] 

50 

[35] 

35 

[20] 

70 

[40] 
    15 50 35 70 70 90 70 90 

備考１ [  ]内の値は、日間平均を示します。 

備考２ 水質汚濁防止法の生物化学的酸素要求量に係る基準は、湖沼及び海域以外の公共用水域に排出される排

水について適用され、化学的酸素要求量に係る基準は、湖沼又は海域に排出される排水について適用され

ます。 

注１ 水質汚濁防止法における「新設」とは、昭和 46 年 11月１日(水質汚濁防止法施行令第 1 条の改正により新

たに定められた特定施設に係る場合にあっては、当該特定施設が定められた日をいう。)以後に設置する特定

事業場(同日前から建設工事中のものを除く。)を示します。 

注２ 県生活環境の保全等に関する条例における「新設」とは、昭和 46 年９月 11 日以後に設置した事業所（同

日前から建設工事中のものを除く。）をいう。 

目次へ 
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表Ⅱ－２－３ ＢＯＤ、ＣＯＤ、ＳＳに関する基準 (その３：一日あたりの排水量が 20㎥未満（設置時期

が平成 10年４月１日以前の事業所にあっては 50㎥未満）のサービス業等に属する事業所及びし尿その

他生活に起因する下水のみを排出し、50人槽以下の浄化槽のみを設置する事業所。) 

単位（mg/L） 

項目 水質汚濁防止法 県生活環境の保全等に関する条例 

生物化学的酸素要求量(ＢＯＤ)  130 

化学的酸素要求量(ＣＯＤ)  130 

浮遊物質量(ＳＳ)  160 

備考１ 「サービス業等に属する事業所」とは、日本標準産業分類に定める分類のうち、次に掲げる分類に係る

業種をいいます。 

１ 製造業のうち、次に掲げる分類 

(1) 食料品製造業 

(2) 飲料・たばこ・飼料製造業のうち、次に掲げる分類を除いた

もの 

ア 管理、補助的経済活動を行う事業所（10 飲料・たば

こ・飼料製造業）（イに係るものに限る。） 

イ たばこ製造業 

２ 情報通信業のうち、次に掲げる分類を除いたもの 

(1) 通信業 

(2) 映像・音声・文字情報制作業のうち、次に掲げる分類 

ア 管理、補助的経済活動を行う事業所（41 映像・音声・

文字情報制作業）（イ及びウに係るものに限る。） 

イ 新聞業 

ウ 出版業 

３ 卸売業、小売業 

４ 不動産業、物品賃貸業のうち、次に掲げる分類 

(1) 不動産賃貸業・管理業のうち、次に掲げる分類 

ア 管理、補助的経済活動を行う事業所（69 不動産賃貸

業・管理業）（イに係るものに限る。） 

イ 駐車場業 

(2) 物品賃貸業 

５ 学術研究、専門・技術サービス業 

６ 宿泊業、飲食サービス業 

７ 生活関連サービス業、娯楽業のうち、次に掲げる分類を除いた

もの 

(1) 管理、補助的経済活動を行う事業所（79 その他の生活

関連サービス業）（(2)に係るものに限る。） 

(2) 旅行業 

８ 教育、学習支援業 

９ 医療、福祉 

10 複合サービス事業（協同組合（他に分類されないもの）に限

る。） 

11 サービス業（他に分類されないもの）のうち、次に掲げる分類

を除いたもの 

(1) 管理、補助的経済活動を行う事業所（88 廃棄物処理業）

（(2)に係るものに限る。） 

(2) 廃棄物処理業（廃棄物の最終処分場に係るものに限る。） 

備考２ 廃棄物の最終処分場のうち、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく廃棄物処理施設の設置許可又

は設置届出（平成４年７月の許可制度導入前に行われたもの）の対象でないもの（いわゆる旧処分場）に

ついては、県生活環境の保全等に関する条例は適用されません。 

 

表Ⅱ－２－４ ＢＯＤ、ＣＯＤ、ＳＳに関する基準 (その４：し尿その他生活に起因する下水のみを排出

し、51人槽以上、500人槽以下の浄化槽を設置する事業所) 

単位（mg/L） 

項目 水質汚濁防止法 
県生活環境の保全等に関する条例 

新設(注) 新設以外 

生物化学的酸素要求量 

(ＢＯＤ) 
 40 130 

化学的酸素要求量 

(ＣＯＤ) 
 40 130 

浮遊物質量(ＳＳ)  80 160 

注 県生活環境の保全等に関する条例における「新設」とは、平成 10年４月１日以後に設置した事業所（同日前

から建設工事中のものを除く。）を示します。 

目次へ 
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表Ⅱ－３ ｐＨ等に関する基準 

                           

項目 
水質汚濁防止法 

県生活環境の保全等に関する条例 

甲水域(p1 参照) 
乙水域 

(p1 参照) 
海域 

水質保全湖沼 
水質保全湖沼以

外の水域 

新設 

(注１) 

新設 

以外 

新設 

(注１) 

新設 

以外 

新設 

(注１) 

新設 

以外 

新設 

(注１) 

新設 

以外 

水素イオン濃度[ｐＨ] 
5.8 以上 

8.6 以下 

5.8以上 
8.6以下 

(注２) 

5.8以上 
8.6以下 

(注２) 

5.8以上 
8.6以下 

(注２) 

5.8以上 
8.6以下 

(注２) 

5.8以上 
8.6以下 

(注２) 

5.8以上 
8.6以下 

(注２) 

5.8以上 
8.6以下 

(注２) 

5.8以上 
8.6以下 

(注２) 

大腸菌群数(個／cm3)  1000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 

ノルマルヘキサン抽出物質 (鉱油

類)(mg/L) 
 3 3 3 5 5 5 5 5 

ノルマルヘキサン抽出物質(動植物

油脂類) (mg/L) 
 3 3 3 5 5 10 5 10 

外観  
受け入れる水を著しく変化させるような色又は濁度を増加

させるような色又は濁りがないこと。 

臭気  
受け入れる水に臭気を帯びさせるようなものを含んでいな

いこと。 

備考 廃棄物の最終処分場のうち、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく廃棄物処理施設の設置許可又は

設置届出（平成４年７月の許可制度導入前に行われたもの）の対象でないもの（いわゆる旧処分場）につい

ては、県生活環境の保全等に関する条例の基準は適用されません。 

注１ 県生活環境の保全等に関する条例における「新設」とは、昭和 46 年９月 11 日以後に設置した事業所（同

日前から建設工事中のものを除く。）をいう。ただし、廃棄物の最終処分場にあっては昭和 62年９月 10日以

後に設置したもの（同日前から建設工事中のものを除く。）を示します。 

注２ 昭和 49年 12月１日において現にゆう出している温泉（温泉法（昭和 23年法律第 125号）第２条第１項に

規定するものをいう。）を利用する事業場に係る排水については、水素イオン濃度に関する基準は適用されま

せん。 

目次へ 
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表Ⅱ－４ 金属類等（生活環境項目）に関する基準 

単位（mg/L） 

項目 水質汚濁防止法 

県生活環境の保全等に関する条例 

甲水域(p1 参照) 
乙水域 

(p1 参照) 
海域 

水質保全湖沼 
水質保全湖沼以外

の水域 

新設 

(注１) 

新設 

以外 

新設 

(注１) 

新設 

以外 

新設 

(注１) 

新設 

以外 

新設 

(注１) 

新設 

以外 

フェノール類  0.005 0.005 0.005 0.05 0.5 0.5 0.5 0.5 

銅及びその化合物  
1 

(注２) 

1 

(注２) 

1 

(注２) 

1 

(注２) 

1 

(注２) 

3 

(注２) 

1 

(注２) 

3 

(注２) 

亜鉛及びその化合物  
1 

(注２) 

1 

(注２) 

1 

(注２) 

1 

(注２) 

1 

(注２) 

3 
<2> 

<<3>> 
(注２, 
３,４) 

1 

(注２) 

3 
<2> 

<<3>> 
(注２, 
３,４) 

鉄及びその化合物 

(溶解性のものに限る) 
 

0.3 

(注２) 

0.3 

(注２) 

0.3 

(注２) 

1 

(注２) 

3 

(注２) 

10 

(注２) 

3 

(注２) 

10 

(注２) 

マンガン及びその化合物 

(溶解性のものに限る) 
 

0.3 

(注２) 

0.3 

(注２) 

0.3 

(注２) 

1 

(注２) 

1 

(注２) 

1 

(注２) 

1 

(注２) 

1 

(注２) 

クロム及びその化合物  
排出禁止 
<0.1> 
(注５) 

0.1 

(注２) 

0.1 

(注２) 

1 

(注２) 

2 

(注２) 

2 

(注２) 

2 

(注２) 

2 

(注２) 

ニッケル  0.3 0.3 0.3 1 1 1 1 1 

備考１ 「排出禁止」と記載されているものは、県生活環境の保全等に関する条例により、p6～7に記載する「特

定業種」に該当する事業所において有害物質を製造し、使用し、処理し、又は保管する作業に係る排水の

排出が禁止されていることを示します。 
  ※条例の施行の際現に有害物質の製造、使用等を行なっている場合には、当該規定が適用されない場合があります。 

備考２ 廃棄物の最終処分場のうち、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく廃棄物処理施設の設置許可又

は設置届出（平成４年７月の許可制度導入前に行われたもの）の対象でないもの（いわゆる旧処分場）に

ついては、「排出禁止」と記載されている欄に係るものを除き、県生活環境の保全等に関する条例の基準

は適用されません。 

注１ 県生活環境の保全等に関する条例における「新設」とは、昭和 46 年９月 11 日以後に設置した事業所（同

日前から建設工事中のものを除く。）を示します。ただし、廃棄物の最終処分場にあっては昭和 62 年９月 10

日以後に設置したもの（同日前から建設工事中のものを除く。）を示します。 

注２ 昭和 49年 12月１日において現にゆう出している温泉（温泉法（昭和 23年法律第 125号）第２条第１項に

規定するものをいう。）を利用する事業場に係る排水については、銅及びその化合物、亜鉛及びその化合物、

鉄及びその化合物、マンガン及びその化合物及びクロム及びその化合物に関する基準は適用されません。 

注３ 水質汚濁防止法に定める特定施設を設置する事業所については、亜鉛及びその化合物について< >内の基準が適

用されます。 

注４ 電気めっき業に属する事業所については、亜鉛及びその化合物について<<  >>内の基準が令和６年12月10日まで

適用されます。また、電気めっき業に属する特定事業場から排出される水(公共用水域に排出されるものを除く。)

の処理施設については、当該処理施設に水を排出する特定事業場の属する業種に属するものとみなします。 

注５ 上記備考の「特定業種」に該当しない場合は、< >内の基準が適用されます。 

目次へ 
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Ⅲ 旅館業に属する事業所に係る基準 

表Ⅲ－１ 有害物質に関する基準 (旅館業) 

  単位（mg/L） 

項目 

水質汚濁防止法 県生活環境の保全等に関する条例 

甲水域(p1 参照) 

乙水域 
(p1参照) 

海域 

甲水域(p1 参照) 

乙水域 
(p1参照) 

海域 水質保全湖沼 
水質保全湖沼 
以外の水域 

水質保全湖沼 
水質保全湖沼 
以外の水域 

新設 

(注１) 

新設 

以外 

新設 

(注１) 

新設 

以外 

新設 

(注２) 

新設 

以外 

新設 

(注２) 

新設 

以外 

カドミウム及びその化
合物 

0.03 
検出され 
ないこと 

検出され 
ないこと 

0.03 0.03 0.03 
検出され 
ないこと 

検出され 
ないこと 

検出され 
ないこと 

0.03 0.03 0.03 

シアン化合物 1 0.5 1 0.5 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1 

有機燐化合物（パラチ
オン、メチルパラチオン、

メチルジメトン、ＥＰＮ） 

1 
検出され 
ないこと 

検出され 
ないこと 

0.2 0.2 0.2 
検出され 
ないこと 

検出され 
ないこと 

検出され 
ないこと 

0.2 0.2 0.2 

鉛及びその化合物 0.1 0.05 

0.05 

<0.1> 
(注３) 

0.1 0.1 0.1 0.05 0.05 

0.05 

<0.1> 
(注３) 

0.1 0.1 0.1 

六価クロム化合物 0.5 0.05 0.05 0.5 0.5 0.5 0.05 0.05 0.05 0.5 0.5 0.5 

砒素及びその化合物 
0.1 

(注４) 

0.01 

(注４) 

0.01 
<0.05> 
(注３,４) 

0.1 

(注４) 

0.1 

(注４) 

0.1 

(注４) 

0.01 

(注４) 

0.01 

(注４) 

0.01 
<0.05> 
(注３,４) 

0.1 

(注４) 

0.1 

(注４) 

0.1 

(注４) 

水銀及びアルキル水銀
その他の水銀化合物 

0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 

アルキル水銀化合物 
検出され 

ないこと 

検出され 

ないこと 

検出され 

ないこと 

検出され 

ないこと 

検出され 

ないこと 

検出され 

ないこと 

検出され 

ないこと 

検出され 

ないこと 

検出され 

ないこと 

検出され 

ないこと 

検出され 

ないこと 

検出され 

ないこと 

ポリ塩化ビフェニル 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 

トリクロロエチレン 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

テトラクロロエチレン 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

ジクロロメタン 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 

四塩化炭素 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 

1,2-ジクロロエタン 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 

1,1-ジクロロエチレン 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

シス-1,2-ジクロロエチレン 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 

1,1,1-トリクロロエタン 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

1,1,2-トリクロロエタン 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 

1,3-ジクロロプロペン 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 

チウラム 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 

シマジン 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 

チオベンカルブ 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 

ベンゼン 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

セレン及びその化合物 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

ほう素及びその化合物 
10 

<３00> 
(注５) 

10 
<３00> 
(注５) 

10 
<３00> 
(注５) 

10 
<３00> 
(注５) 

10 
<３00> 
(注５) 

230 
<３00> 
(注５) 

10 
<３00> 
(注５) 

10 
<３00> 
(注５) 

10 
<３00> 
(注５) 

10 
<３00> 
(注５) 

10 
<３00> 
(注５) 

230 
<３00> 
(注５) 

ふっ素及びその化合物 (注６) (注７) 

アンモニア、アンモニウム
化合物、亜硝酸化合物及
び硝酸化合物(注８) 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

1,4-ジオキサン 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
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注１ 水質汚濁防止法における「新設」とは、昭和46年11月１日(水質汚濁防止法施行令第１条の改正により新たに

定められた特定施設に係る場合にあっては、当該特定施設が定められた日をいう。)以後に設置する特定事業場

(同日前から建設工事中のものを除く。)を示します。 

注２ 県生活環境の保全等に関する条例における「新設」とは、昭和49年12月１日以後に設置した事業所（同日前

から建設工事中のものを除く。）を示します。 

注３ 平成７年２月１日前に設置されている事業所及び同日前から建設工事中の事業所については、鉛及びその化

合物並びに砒素及びその化合物について< >内の基準が適用されます。 

注４ 昭和49年12月１日において現にゆう出している温泉（温泉法第２条第１項に規定するものをいいます。以下

同じ。）を利用する事業場については、砒素及びその化合物に関する排水基準は適用されません。 

注５ 温泉を利用する事業所については、ほう素及びその化合物について<  >内の基準が適用されます。なお、ほ

う素の源泉濃度が500mg/Lを超える温泉を利用する事業所については、水質汚濁防止法に係る基準として

500mg/Lが適用されます。 

注６ 水質汚濁防止法に基づくふっ素及びその化合物に係る基準は当分の間次のとおりです。 

  昭和 49 年 12 月１日において

現にゆう出している温泉を利

用する事業所 

昭和 49 年 12 月１日後にゆう

出した温泉を利用する事業所 

温泉を利用しない事業所 

甲水域(p1 参照) 

乙水域 

(p1 参

照  

海域 
温泉（自然に湧出してい
るもの（掘削により湧出
させたものを除く。この

表において同じ。）を除
く。）を利用する事業所 

温泉（自然に
湧出している
ものに限る。）
を利用する事

業所 

温泉（自然に湧
出しているもの
を除く。）を利用
する事業所 

温泉（自然に
湧出している
ものに限る。）
を利用する事

業所 

水質保全湖沼 
水質保全湖沼 

以外の水域 

新設 

(注１) 

新設 

以外 

新設 

(注１) 

新設 

以外 

一日あたり
の排水量が
50 ㎥以上の
事業所 

30 50 15 15 8 0.8 0.8 8 8 15 

一日あたり
の排水量が
50 ㎥未満の
事業所 

30 50 30 50 8 0.8 
0.8 

<8>※ 
8 8 15 

※平成 14 年７月１日前に設置されている事業所又は同日前から建設工事中の事業所については、<   >内の基準が適

用されます。 

注７ 県生活環境の保全等に関する条例に基づくふっ素及びその化合物に係る基準は当分の間次のとおりです。 

昭和 49 年 12 月１日において現にゆう出している 

温泉を利用する事業所 

昭和 49 年 12 月１日後にゆう出した温泉を利用する事業所 

または温泉を利用しない事業所 

甲水域(p1 参照) 

乙水域 

(p1 参

照)  

海域 
温泉（自然に湧出しているもの

（掘削により湧出させたものを

除く。この表において同じ。）を

除く。）を利用する事業所 

温泉（自然に湧出しているも

のに限る。）を利用する事業

所 

水質保全湖沼 
水質保全湖沼 

以外の水域 

新設 

(注１) 

新設 

以外 

新設 

(注１) 

新設 

以外 

30 50 0.8 0.8 0.8 8 8 15 

 

注８ アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物については、アンモニア性窒素に 0.4 を

乗じたものと亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量で規制されます。 
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表Ⅲ－２－１ ＢＯＤ、ＣＯＤ、ＳＳに関する基準 (その１：設置時期が昭和 49年 12月１日前であって、

501人槽以上の浄化槽を設置する旅館業に属する事業所) 

                                              単位（mg/L） 

項目 水質汚濁防止法 県生活環境の保全等に関する条例 

生物化学的酸素要求量(ＢＯＤ) 
40 

[30] 
40 

化学的酸素要求量(ＣＯＤ) 
40 

[30] 
40 

浮遊物質量(ＳＳ) 
80 

[60] 
80 

備考１ [  ]内の値は、日間平均を示します。 

備考２ 水質汚濁防止法の生物化学的酸素要求量に係る基準は、湖沼及び海域以外の公共用水域に排出される排

水について適用され、化学的酸素要求量に係る基準は、湖沼又は海域に排出される排水について適用され

ます。 

備考３ 旅館業に属する水質汚濁防止法の特定事業場のうち、旅館業に係る特定施設、飲食店の用に供する厨房

施設、し尿処理施設以外の特定施設が設置されているものについては、一般事業所の基準が適用される場

合がありますので、窓口に御相談ください。 

 

 

表Ⅲ－２－２ ＢＯＤ、ＣＯＤ、ＳＳに関する基準 (その２：一日あたりの排水量が 100 ㎥以上の旅館業

に属する事業所) 
                                               単位（mg/L） 

項目 

水質汚濁防止法 県生活環境の保全等に関する条例 

甲水域(p1 参照) 
乙水域 

(p1 参照) 
海域 

甲水域(p1 参照) 
乙水域 

(p1 参照) 
海域 

水質保全湖沼 
水質保全湖沼以

外の水域 
水質保全湖沼 

水質保全湖沼 
以外の水域 

新設 
(注１) 

新設 
以外 

新設 
(注１) 

新設 
以外 

新設 
(注１) 

新設 
以外 

新設 
(注１) 

新設 
以外 

新設 
(注２) 

新設 
以外 

新設 
(注２) 

新設 
以外 

新設 
(注２) 

新設 
以外 

新設 
(注２) 

新設 
以外 

生物化学的酸素要
求量(ＢＯＤ) 

5 
[3] 

40 
[30] 

20 
[15] 

90 
[60] 

25 
[20] 

90 
[60] 

  5 40 20 90 25 90 25 90 

化学的酸素要求量 
(ＣＯＤ) 

5 
[3] 

40 
[30] 

20 
[15] 

90 
[60] 

25 
[20] 

90 
[60] 

25 
[20] 

90 
[60] 

5 40 20 90 25 90 25 90 

浮遊物質量 
(ＳＳ) 

10 
[7] 

80 
[60] 

40 
[30] 

160 
[120] 

50 
[40] 

160 
[120] 

50 
[40] 

160 
[120] 

10 80 40 160 50 160 50 160 

備考１ [  ]内の値は、日間平均を示します。 

備考２ 水質汚濁防止法の生物化学的酸素要求量に係る基準は、湖沼及び海域以外の公共用水域に排出される排

水について適用され、化学的酸素要求量に係る基準は、湖沼又は海域に排出される排水について適用され

ます。 

備考３ 旅館業に属する水質汚濁防止法の特定事業場のうち、旅館業に係る特定施設、飲食店の用に供する厨房

施設、し尿処理施設以外の特定施設が設置されているものについては、一般事業所の基準が適用される場

合がありますので、窓口に御相談ください。 

注１ 水質汚濁防止法における「新設」とは、昭和 49 年 12月１日以後に設置する特定事業場(同日前から建設工

事中のものを除く。)を示します。 

注２ 県生活環境の保全等に関する条例における「新設」とは、昭和 49 年 12 月１日以後に設置した事業所（同

日前から建設工事中のものを除く。）を示します。 

 

目次へ 
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表Ⅲ－２－３ ＢＯＤ、ＣＯＤ、ＳＳに関する基準 (その３：一日あたりの排水量が 50㎥以上、100㎥

未満の旅館業に属する事業所) 

                                               単位（mg/L） 

項目 

水質汚濁防止法 県生活環境の保全等に関する条例 

甲水域(p1 参照) 
乙水域 

(p1 参照) 
海域 

甲水域(p1 参照) 
乙水域 

(p1 参照) 
海域 

水質保全湖沼 
水質保全湖沼 
以外の水域 

水質保全湖沼 
水質保全湖沼 
以外の水域 

新設 
(注１) 

新設 
以外 

新設 
(注１) 

新設 
以外 

新設 
(注１) 

新設 
以外 

新設 
(注１) 

新設 
以外 

新設 
(注２) 

新設 
以外 

新設 
(注２) 

新設 
以外 

新設 
(注２) 

新設 
以外 

新設 
(注２) 

新設 
以外 

生物化学的酸素要
求量(ＢＯＤ) 

5 
[3] 

90 
[60] 

20 
[15] 

130 
[100] 

25 
[20] 

130 
[100] 

  5 90 20 130 25 130 25 130 

化学的酸素要求量 
(ＣＯＤ) 

5 
[3] 

90 
[60] 

20 
[15] 

130 
[100] 

25 
[20] 

130 
[100] 

25 
[20] 

130 
[100] 

5 90 20 130 25 130 25 130 

浮遊物質量 
(ＳＳ) 

10 
[7] 

160 
[120] 

40 
[30] 

200 
[150] 

50 
[40] 

200 
[150] 

50 
[40] 

200 
[150] 

10 160 40 200 50 200 50 200 

備考１ [  ]内の値は、日間平均を示します。 

備考２ 水質汚濁防止法の生物化学的酸素要求量に係る基準は、湖沼及び海域以外の公共用水域に排出される排

水について適用され、化学的酸素要求量に係る基準は、湖沼又は海域に排出される排水について適用され

ます。 

備考３ 旅館業に属する水質汚濁防止法の特定事業場のうち、旅館業に係る特定施設、飲食店の用に供する厨房

施設、し尿処理施設以外の特定施設が設置されているものについては、一般事業所の基準が適用される場

合がありますので、窓口に御相談ください。 

注１ 水質汚濁防止法における「新設」とは、昭和 49 年 12月１日以後に設置する特定事業場(同日前から建設工

事中のものを除く。)を示します。 

注２ 県生活環境の保全等に関する条例における「新設」とは、昭和 49 年 12 月１日以後に設置した事業所（同

日前から建設工事中のものを除く。）を示します。 

 

 

 

表Ⅲ－２－４ ＢＯＤ、ＣＯＤ、ＳＳに関する基準 (その４：設置時期が平成 10年４月１日以後であって、

一日あたりの排水量が 20㎥以上 50㎥未満の旅館業に属する事業所) 

                                              単位（mg/L） 

項目 
水質汚濁防止法の

排水基準 

県生活環境の保全等に関する条例の排水基準 

甲水域(p1 参照) 
乙水域 
(p1 参照) 

海域 水質保全 

湖沼 

水質保全湖沼

以外の水域 

生物化学的酸素要求量(ＢＯＤ)  5 20 25 25 

化学的酸素要求量(ＣＯＤ)  5 20 25 25 

浮遊物質量(ＳＳ)  10 40 50 50 

 

目次へ 
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表Ⅲ－２－５ ＢＯＤ、ＣＯＤ、ＳＳに関する基準 (その５：表Ⅲ－２－１～表Ⅲ－２－４に該当しない

旅館業に属する事業所) 

単位（mg/L） 

項目 水質汚濁防止法 県生活環境の保全等に関する条例 

生物化学的酸素要求量(ＢＯＤ)  130 

化学的酸素要求量(ＣＯＤ)  130 

浮遊物質量(ＳＳ)  
160 

<200>(注) 

注 一日あたりの排水量が 20 ㎥以上 50 ㎥未満の事業場から水質保全湖沼以外の水域に排出される排水について

は、< >内の基準が適用されます。 

 

 

 

表Ⅲ－３－１ ｐＨ等に関する基準（その１：一日あたりの排水量が 50㎥以上の旅館業に属する事業所） 

 

項目 

水質汚濁防止法 県生活環境の保全等に関する条例 

甲水域(p1 参照)                                             

乙水域 
(p1参照) 

海域 

甲水域(p1 参照) 
乙水域 
(p1 参照) 

海域 
水質保全湖沼 水質保全

湖沼以外
の水域 

水質保全湖沼 
水質保全湖沼 
以外の水域 

新設 
(注１) 

新設 
以外 

新設 
(注２) 

新設 
以外 

新設 
(注２) 

新設 
以外 

新設 
(注２) 

新設 
以外 

新設 
(注２) 

新設 
以外 

水素イオン濃度 
[ｐＨ] 

5.8以上 
8.6以下 
(注３) 

5.8以上 
8.6以下 
(注３) 

5.8以上 
8.6以下 
(注３) 

5.8以上 
8.6以下 
(注３) 

5.8以上 
8.6以下 
(注３) 

5.8以上 
8.6以下 
(注３) 

5.8以上 
8.6以下 
(注３) 

5.8以上 
8.6以下 
(注３) 

5.8以上 
8.6以下 
(注３) 

5.8以上 
8.6以下 
(注３) 

5.8以上 
8.6以下 
(注３) 

5.8以上 
8.6以下 
(注３) 

5.8以上 
8.6以下 
(注３) 

大腸菌群数 
(個／cm3) 

[1000] [3000] [3000] [3000] [3000] 1000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 

ノルマルヘキサン
抽出物質 (鉱油
類) (mg/L) 

5 5 5 5 5 3 3 3 5 5 5 5 5 

ノルマルヘキサン
抽出物質(動植物
油脂類)(mg/L) 

30 30 30 30 30 3 3 3 5 5 10 5 10 

外観  
受け入れる水を著しく変化させるような色又は濁度を増加させるよ
うな色又は濁りがないこと。 

臭気  受け入れる水に臭気を帯びさせるようなものを含んでいないこと。 

備考１ [  ]内の値は、日間平均を示します。 

備考２ 旅館業に属する水質汚濁防止法の特定事業場のうち、旅館業に係る特定施設、飲食店の用に供する厨房

施設、し尿処理施設以外の特定施設が設置されているものについては、一般事業所の基準が適用される場

合がありますので、窓口に御相談ください。 

注１ 水質汚濁防止法における「新設」とは、昭和 49年 12 月１日以後に設置する特定事業場(同日前から建設工

事中のものを除く。)を示します。 

注２ 県生活環境の保全等に関する条例における「新設」とは、昭和 49 年 12月１日以後に設置した事業所（同

日前から建設工事中のものを除く。）を示します。 

注３ 昭和 49年 12月１日において現にゆう出している温泉（温泉法（昭和 23 年法律第 125号）第２条第１項に

規定するものをいう。）を利用する旅館業に属する事業所に係る排水については、水素イオン濃度に関する

基準は適用されません。 

目次へ 
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表Ⅲ－３－２ ｐＨ等に関する基準（その２：一日あたりの排水量が 50㎥未満の旅館業に属する事業所） 

 

項目 水質汚濁防止法 

県生活環境の保全等に関する条例 

甲水域(p1 参照) 
乙水域 

(p1 参照) 海域 
水質保全湖沼 

水質保全湖沼 
以外の水域 

新設 
(注１) 

新設 
以外 

新設 
(注１) 

新設 
以外 

新設 
(注１) 

新設 
以外 

新設 
(注１) 

新設 
以外 

水素イオン濃度 
[ｐＨ] 

 
5.8以上 
8.6以下 
(注２) 

5.8以上 
8.6以下 
(注２) 

5.8以上 
8.6以下 
(注２) 

5.8以上 
8.6以下 
(注２) 

5.8以上 
8.6以下 
(注２) 

5.8以上 
8.6以下 
(注２) 

5.8以上 
8.6以下 
(注２) 

5.8以上 
8.6以下 
(注２) 

大腸菌群数 
(個／cm3) 

 1000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 

ノルマルヘキサン
抽出物質 (鉱油
類) (mg/L) 

 3 3 3 5 5 5 5 5 

ノルマルヘキサン
抽出物質(動植物
油脂類)(mg/L) 

 3 3 3 5 5 10 5 10 

外観  
受け入れる水を著しく変化させるような色又は濁度を増加させるような色
又は濁りがないこと。 

臭気  受け入れる水に臭気を帯びさせるようなものを含んでいないこと。 

注１ 県生活環境の保全等に関する条例における「新設」とは、昭和 49 年 12 月１日以後に設置した事業所（同

日前から建設工事中のものを除く。）を示します。 

注２ 昭和 49年 12月１日において現にゆう出している温泉（温泉法（昭和 23年法律第 125号）第２条第１項に

規定するものをいう。）を利用する旅館業に属する事業所に係る排水については、水素イオン濃度合物に関す

る基準は適用されません。 

目次へ 
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表Ⅲ－４－１ 金属類等（生活環境項目）に関する基準（その１：一日あたりの排水量が 50 ㎥以上の旅館

業に属する事業所） 

単位（mg/L） 

項目 水質汚濁防止法 

県生活環境の保全等に関する条例 

甲水域(p1 参照) 
乙水域 

(p1 参照) 
海域 

水質保全湖沼 
水質保全湖沼 
以外の水域 

新設 
(注１) 

新設 
以外 

新設 
(注１) 

新設 
以外 

新設 
(注１) 

新設 
以外 

新設 
(注１) 

新設 
以外 

フェノール類 5 0.005 0.005 0.005 0.05 0.5 0.5 0.5 0.5 

銅及びその化合物 
3 

(注２) 
1 

(注２) 
1 

(注２) 
1 

(注２) 
1 

(注２) 
1 

(注２) 
3 

(注２) 
1 

(注２) 
3 

(注２) 

亜鉛及びその化合物 
2 

(注２) 
1 

(注２) 
1 

(注２) 
1 

(注２) 
1 

(注２) 
1 

(注２) 
2 

(注２) 
1 

(注２) 
2 

(注２) 

鉄及びその化合物 
(溶解性のものに限る) 

10 
(注２) 

0.3 
(注２) 

0.3 
(注２) 

0.3 
(注２) 

1 
(注２) 

3 
(注２) 

10 
(注２) 

3 
(注２) 

10 
(注２) 

マンガン及びその化合物 
(溶解性のものに限る) 

10 
(注２) 

0.3 
(注２) 

0.3 
(注２) 

0.3 
(注２) 

1 
(注２) 

1 
(注２) 

1 
(注２) 

1 
(注２) 

1 
(注２) 

クロム及びその化合物 
2 

(注２) 
0.1 

(注２) 
0.1 

(注２) 
0.1 

(注２) 
1 

(注２) 
2 

(注２) 
2 

(注２) 
2 

(注２) 
2 

(注２) 

ニッケル  0.3 0.3 0.3 1 1 1 1 1 

備考 旅館業に属する水質汚濁防止法の特定事業場のうち、飲食店の用に供する厨房施設、し尿処理施設以外の

特定施設が設置されているものについては、一般事業所の基準が適用される場合がありますので、窓口に御

相談ください。 

注１ 県生活環境の保全等に関する条例における「新設」とは、昭和 49 年 12 月１日以後に設置した事業所（同

日前から建設工事中のものを除く。）を示します。 

注２ 昭和 49年 12月１日において現にゆう出している温泉（温泉法（昭和 23年法律第 125号）第２条第１項に

規定するものをいう。）を利用する旅館業に属する事業所に係る排水については、銅及びその化合物、亜鉛及

びその化合物、鉄及びその化合物、マンガン及びその化合物及びクロム及びその化合物に関する基準は適用

されません。 

目次へ 
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表Ⅲ－４－２ 金属類等（生活環境項目）に関する基準（その２：一日あたりの排水量が 50㎥未満の旅館

業に属する事業所） 

    単位（mg/L） 

項目 水質汚濁防止法 

県生活環境の保全等に関する条例 

甲水域(p1 参照) 
乙水域 

(p1 参照) 
海域 

水質保全湖沼 
水質保全湖沼 
以外の水域 

新設 
(注１) 

新設 
以外 

新設 
(注１) 

新設 
以外 

新設 
(注１) 

新設 
以外 

新設 
(注１) 

新設 
以外 

フェノール類  0.005 0.005 0.005 0.05 0.5 0.5 0.5 0.5 

銅及びその化合物  
1 

(注２) 
1 

(注２) 
1 

(注２) 
1 

(注２) 
1 

(注２) 
3 

(注２) 
1 

(注２) 
3 

(注２) 

亜鉛及びその化合物  
1 

(注２) 
1 

(注２) 
1 

(注２) 
1 

(注２) 
1 

(注２) 
2 

(注２) 
1 

(注２) 
2 

(注２) 

鉄及びその化合物 
(溶解性のものに限る) 

 
0.3 

(注２) 
0.3 

(注２) 
0.3 

(注２) 
1 

(注２) 
3 

(注２) 
10 

(注２) 
3 

(注２) 
10 

(注２) 

マンガン及びその化合物 
(溶解性のものに限る) 

 
0.3 

(注２) 
0.3 

(注２) 
0.3 

(注２) 
1 

(注２) 
1 

(注２) 
1 

(注２) 
1 

(注２) 
1 

(注２) 

クロム及びその化合物  
0.1 

(注２) 
0.1 

(注２) 
0.1 

(注２) 
1 

(注２) 
2 

(注２) 
2 

(注２) 
2 

(注２) 
2 

(注２) 

ニッケル  0.3 0.3 0.3 1 1 1 1 1 

注１ 県生活環境の保全等に関する条例における「新設」とは、昭和 49 年 12月１日以後に設置した事業所（同

日前から建設工事中のものを除く。）を示します。 

注２ 昭和 49年 12月１日において現にゆう出している温泉（温泉法（昭和 23年法律第 125号）第２条第１項に

規定するものをいう。）を利用する旅館業に属する事業所に係る排水については、銅及びその化合物、亜鉛及

びその化合物、鉄及びその化合物、マンガン及びその化合物及びクロム及びその化合物に関する基準は適用

されません。 
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表Ⅲ－５－１ 窒素及び燐に関する基準（その１：東京湾流域の一日あたりの排水量が 50㎥以上の旅館業

に属する事業所） 
                                            単位（mg/L） 

項目 業種その他の区分 

水質汚濁防止法 
県生活環境の保全
等に関する条例 新設 

(注) 
新設以外 

窒素含有量 

し尿浄化槽（建築基準法施行令第32条第1項の
表に規定する算定方法により算定した処理対象
人員が201人以上のものに限る。）を設置するもの 

20[10] 

50[30] 

 

上記以外のもの 30[20] 

燐含有量 

し尿浄化槽（建築基準法施行令第32条第1項の
表に規定する算定方法により算定した処理対象
人員が201人以上のものに限る。）を設置するもの 

2[1] 

8[4] 

 

上記以外のもの 4[2] 

備考 [  ]内の数値は、日間平均を示します。 

注 新設とは、平成11年４月１日以後に設置する特定事業場（同日前から建設工事中のものを除く。）を示します。 

 

 

 

表Ⅲ－５－２ 窒素及び燐に関する基準（その２：相模湖、津久井湖、丹沢湖、宮ヶ瀬湖及び芦ノ湖

流域の一日あたりの排水量が 50㎥以上の旅館業に属する事業所） 

単位（mg/L） 

項目 水質汚濁防止法 県生活環境の保全等に関する条例 

窒素含有量（注） 120[60]  

燐含有量 16[8]  

備考 [  ]内の数値は、日間平均を示します。 

注 この表に掲げる基準のうち、窒素含有量に係る基準は旅館業に属する事業所で、相模湖及び津久井湖流域の一日あ

たりの排水量が50㎥以上のものに適用されます。 
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Ⅳ 畜舎に係る基準 
表Ⅳ－１ 有害物質に関する基準(畜舎 (注１)) 

                                          単位（mg/L） 

項目 

水質汚濁防止法 

県生活環境の保
全等に関する条例 

甲水域(p1 参照) 

乙水域 
(p1 参
照) 

海域 水質保全湖沼 
水質保全湖沼 
以外の水域 

新設 
(注２) 

新設 
以外 

新設 
(注２) 

新設 
以外 

カドミウム及びその化合物 0.03 
検出され 
ないこと 

検出され 
ないこと 

0.03 0.03 0.03  

シアン化合物 1 0.5 1 0.5 1 1  

有機燐化合物（パラチオン、メチルパラ
チオン、メチルジメトン、ＥＰＮ） 

1 
検出され 
ないこと 

検出され 
ないこと 

0.2 0.2 0.2  

鉛及びその化合物 0.1 0.05 
0.05 

<0.1> 
(注３) 

0.1 0.1 0.1  

六価クロム化合物 0.5 0.05 0.05 0.5 0.5 0.5  

砒素及びその化合物 0.1 0.01 
0.01 

<0.05> 
(注３) 

0.1 0.1 0.1  

水銀及びアルキル水銀その他の水銀
化合物 

0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005  

アルキル水銀化合物 
検出され 
ないこと 

検出され 
ないこと 

検出され 
ないこと 

検出され 
ないこと 

検出され 
ないこと 

検出され 
ないこと 

 

ポリ塩化ビフェニル 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003  

トリクロロエチレン 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1  

テトラクロロエチレン 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1  

ジクロロメタン 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2  

四塩化炭素 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02  

1,2-ジクロロエタン 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04  

1,1-ジクロロエチレン 1 1 1 1 1 1  

シス-1,2-ジクロロエチレン 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4  

1,1,1-トリクロロエタン 3 3 3 3 3 3  

1,1,2-トリクロロエタン 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06  

1,3-ジクロロプロペン 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02  

チウラム 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06  

シマジン 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03  

チオベンカルブ 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2  

ベンゼン 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1  

セレン及びその化合物 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1  

ほう素及びその化合物 10 10 10 10 10 230  

ふっ素及びその化合物 8 0.8 
0.8 
<8> 
(注４) 

8 8 15  

ｱﾝﾓﾆｱ、ｱﾝﾓﾆｳﾑ化合物、亜硝酸化合物
及び硝酸化合物(注５) 

(注６)  

1,4-ジオキサン 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5  
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注１ ここでいう畜舎は、次のいずれかの施設を設置するものに限ります。 

  ・豚房施設（総面積が 50 ㎡以上のもの） 

  ・牛房施設（総面積が 200㎡以上のもの） 

  ・馬房施設（総面積が 500㎡以上のもの） 

 

注２ 水質汚濁防止法における「新設」とは、昭和 46 年 11月１日以後に設置する特定事業場(同日前から建設工

事中のものを除く。)を示します。 

注３ 平成７年２月１日前に設置されている事業所又は同日前から建設工事中の事業所については、鉛及びその

化合物並びに砒素及びその化合物について< >内の基準が適用されます。 

注４ 平成 14年７月１日前に設置されている事業所又は同日前から建設工事中の事業所であって、１日あたりの

平均的な排水の量が 50㎥未満である特定事業場については、ふっ素及びその化合物について<  >内の基準が

適用されます。 

注５ アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物については、アンモニア性窒素に 0.4 を

乗じたものと亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量で規制されます。 

注６ 水質汚濁防止法に基づくアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物に係る基準は次の

とおりです。 

単位（mg/L） 

施設の区分 排水基準 

牛房施設 300 

豚房施設 400 

馬房施設、畜産サービス業等のサービス業の用に供する施設 100 

 

表Ⅳ－２ ＢＯＤ、ＣＯＤ、ＳＳに関する基準（一日あたりの排水量が 50 ㎥以上の畜舎（注）又は総面積が

300㎡以上の豚房施設若しくは 200㎡以上の牛房施設のみを設置する畜舎） 

単位（mg/L） 

項目 水質汚濁防止法 県生活環境の保全等に関する条例 

生物化学的酸素要求量(ＢＯＤ) 
160 

[120] 
 

化学的酸素要求量(ＣＯＤ) 
160 

[120] 
 

浮遊物質量(ＳＳ) 
200 

[150] 
 

 

注 ここでいう畜舎は、次のいずれかの施設を設置するものに限ります。 

  ・豚房施設（総面積が 50 ㎡以上のもの） 

  ・牛房施設（総面積が 200㎡以上のもの） 

  ・馬房施設（総面積が 500㎡以上のもの） 

備考１ [  ]内の数値は、日間平均を示します。 

備考２ 水質汚濁防止法の生物化学的酸素要求量に係る基準は、湖沼及び海域以外の公共用水域に排出される排

水について適用され、化学的酸素要求量に係る基準は、湖沼又は海域に排出される排水について適用されます。
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表Ⅳ－３－１ ｐＨ等に関する基準（その１：一日あたりの排水量が 50㎥以上の畜舎(注１)） 

 

項目 

水質汚濁防止法 

県生活環境の保全
等に関する条例 

甲水域(p1 参照) 

乙水域 

(p1 参照) 
海域 

水質保全湖沼 
水質保全湖沼 
以外の水域 新設 

(注２) 
新設 
以外 

水素イオン濃度[ｐＨ] 
5.8 以上 
8.6 以下 

5.8 以上 
8.6 以下 

5.8 以上 
8.6 以下 

5.8 以上 
8.6 以下 

5.0 以上 
9.0 以下 

 

大腸菌群数 (個／cm3) [1000] [3000] [3000] [3000] [3000] 
 

ノルマルヘキサン抽出物質(鉱

油類) (mg/L) 
5 5 5 5 5  

ノルマルヘキサン抽出物質(動

植物油脂類) (mg/L) 
30 30 30 30 30  

備考 [  ]内の値は、日間平均を示します。 

注１ ここでいう畜舎は、次のいずれかの施設を設置するものに限ります。 

  ・豚房施設（総面積が 50 ㎡以上のもの） 

  ・牛房施設（総面積が 200㎡以上のもの） 

  ・馬房施設（総面積が 500㎡以上のもの） 

注２ 水質汚濁防止法の排水基準における「新設」とは、昭和 48 年 10 月 20 日以後に設置する特定事業場(同日

前から建設工事中のものを除く。)を示します。 

 

 

 

表Ⅳ－３－２ ｐＨ等に関する基準（その２：一日あたりの排水量が 50 ㎥未満であり、かつ総面積が 300

㎡以上の豚房施設又は 200㎡以上の牛房施設のみを設置する畜舎(注１)） 
 

項目 

水質汚濁防止法 

県生活環境の保全
等に関する条例 

甲水域(p1 参照) 

乙水域 
(p1 参照) 

海域 
水質保全湖沼 

水質保全湖沼 
以外の水域 新設 

(注２) 
新設 
以外 

大腸菌群数 (個／cm3) [1000] [3000] [3000] [3000] [3000] 
 

備考 [  ]内の値は、日間平均を示します。 

注１ ここでいう畜舎は、次のいずれかの施設を設置するものに限ります。 

  ・豚房施設（総面積が 50 ㎡以上のもの） 

  ・牛房施設（総面積が 200㎡以上のもの） 

  ・馬房施設（総面積が 500㎡以上のもの） 

注２ 水質汚濁防止法の排水基準における「新設」とは、昭和 48 年 10 月 20 日以後に設置する特定事業場(同日

前から建設工事中のものを除く。)を示します。 
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表Ⅳ－４ 金属類等（生活環境項目）に関する基準（一日あたりの排水量が 50㎥以上の畜舎(注)） 
単位（mg/L） 

項目 水質汚濁防止法 県生活環境の保全等に関する条例 

フェノール類 5  

銅及びその化合物 3  

亜鉛及びその化合物 2  

鉄及びその化合物(溶解性のものに限る) 10  

マンガン及びその化合物(溶解性のものに限る) 10  

クロム及びその化合物 2  

注 ここでいう畜舎は、次のいずれかの施設を設置するものに限ります。 

  ・豚房施設（総面積が 50 ㎡以上のもの） 

  ・牛房施設（総面積が 200㎡以上のもの） 

  ・馬房施設（総面積が 500㎡以上のもの） 

 

 

表Ⅳ－５－１ 窒素及び燐に関する基準（その１：東京湾流域の一日あたりの排水量が 50㎥以上の畜舎(注１)） 

単位（mg/L） 

項目 
水質汚濁防止法 

県生活環境の保全等に関する条例 
新設(注２) 新設以外 

窒素含有量 30[20] 50[30] 
 

燐含有量 4[2] 8[4] 
 

備考 [  ]内の数値は、日間平均を示します。 

注１ ここでいう畜舎は、次のいずれかの施設を設置するものに限ります。 

  ・豚房施設（総面積が 50 ㎡以上のもの） 

  ・牛房施設（総面積が 200㎡以上のもの） 

  ・馬房施設（総面積が 500㎡以上のもの） 

注２ 新設とは、平成11年４月１日以後に設置する特定事業場を示します。 

 

 

表Ⅳ－５－２ 窒素及び燐に係る基準（その２：相模湖、津久井湖、丹沢湖、宮ヶ瀬湖及び芦ノ湖流

域の一日あたりの排水量が 50㎥以上の畜舎(注１)） 

単位（mg/L） 

項目 水質汚濁防止法 県生活環境の保全等に関する条例 

窒素含有量（注２） 120[60]  

燐含有量 16[8]  

備考 [  ]内の数値は、日間平均を示します。 

注１ ここでいう畜舎は、次のいずれかの施設を設置するものに限ります。 

   ・豚房施設（総面積が 50 ㎡以上のもの） 

   ・牛房施設（総面積が 200㎡以上のもの） 

   ・馬房施設（総面積が 500㎡以上のもの） 

注２ この表に掲げる排水基準のうち、窒素含有量に係る基準は相模湖及び津久井湖流域の一日あたりの排水量が50

㎥以上の畜舎に適用されます。 
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薄灰色：甲水域 

濃灰色：甲水域(水質保全湖沼) 

甲水域エリア図 

※排出先となる排水路(排水管)の接続

状況等によっては、この図に示したも

のと異なる場合がありますので、あく

まで目安として利用してください。 


